
公文書等の管理に関する法律施行令及び内閣府本府組織令の一部を改正する政令案（概要）

公文書管理法の施行から10年が経過し、急速なデジタル化の進展等に対応するため、行政文書の保存期間及びその起算
日に関する規定の見直し等を行うとともに、廃棄協議に際しての内閣府公文書管理課の調整機能を強化する。

概要

施行期日

①国立公文書館等に移管する行政文書の保存期間の見直し【第８条第４項、別表】
・保存期間30年の移管予定文書（法律、閣議決定等）は、見読性の確保や国民の利用の観点から、保存期間を20年とする。
・許認可等に関する移管予定文書は、保存期間を10年にすることを可能とする（現行は許認可等の失効から５年）。

※そのほか、不利益処分（保存期間５年）は、長期に及ぶ事前調査の経緯を年度で区切らず管理できるよう、訴訟や不服申立てと同様に、
保存期間を「処分がされる日に係る特定日から５年」とする。

②政令別表の期間を超える保存期間の設定を可能とする仕組み【第８条第２項】
行政機関の長の判断により、政令別表の期間を超える保存期間を定めることを可能とする。

③複数年度の行政文書を一つの行政文書ファイルにまとめることができる仕組み【第８条第５項・第７項・第８項】
年度別管理の弊害を避けるため、前後の年度に作成・取得した一連の行政文書を一つの行政文書ファイルに

まとめることを可能とする（例：前年度の準備・検討、後年度の精算・議事録作成）。
④保存期間の延長に関する手続の見直し【第９条第２項】

保存期間の延長をしやすくするため、延長時の総理大臣報告を不要とする。
⑤外務省の行政文書を国立公文書館に移管可能とする仕組み【第10条】

外務省の行政文書について、外交史料館に加えて、国立公文書館に移管することも可能とする。

⑥廃棄協議に際しての内閣府公文書管理課の調整機能の強化【第３条の２】
行政文書の移管・廃棄の判断に際し、廃棄同意等を担う公文書管理課が行政機関に対する資料徴収、実地調査等を

行えるようにする（現行では、独立公文書管理監（公文書監察室）に依頼する必要がある。）。

公文書管理法施行令の改正

内閣府本府組織令の改正

公布日（令和４年１月閣議決定予定）
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資料２－１



公文書管理法施行令の改正
①国立公文書館等に移管する行政文書の保存期間の見直し【第８条第４項、別表】

改正趣旨・内容
公文書管理法施行令別表において、文書類型ごとの

保存期間が定められており、その一部を見直す。
（ⅰ）保存期間30年の移管文書
国立公文書館等に移管する行政文書であって保存期

間が30年のもの（法律・政令、条約※、閣議決定等）
については、見読性の確保や国民の利用の観点から、
保存期間を20年に変更する。
※外国との交渉に関する文書、他の行政機関との調整に関する
文書等は、諸外国との秘密保持の関係に鑑み、引き続き30年。

（ⅱ）許認可等に関する移管文書
許認可等に関する文書の保存期間は、許認可等の効

力が失効してから５年とされているが、例えば、大学
の設置に関する認可など、効力が恒久的に続くものに
ついては、「許認可等の効力が消滅する日」が到来せ
ず、行政機関において超長期に渡り保存することに
なってしまう。そこで、国立公文書館等に移管する文
書については、保存期間を10年にできることとする。

・上記のほか、不利益処分について、事前の行政調査が長期に及ぶ場合があることから、その経緯を年度で区切らず１つのファイルに
まとめて管理できるよう、訴訟や不服申立てと同様に、保存期間を「５年」から「処分がされる日に係る特定日から５年」に改正。
（移管文書に限られない。）

施行期日・適用関係
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・公布日施行。
・令和４年４月１日以後に作成・取得した行政文書に適用。ただし、行政文書の適切な管理に資すると認める場合には、
同日前に作成・取得した行政文書に遡及適用可（保存期間を変更可）。



②政令別表の期間を超える保存期間の設定を可能とする仕組み【第８条第２項】

・各行政機関において、特に重要な事務・事業に関する文書については、あらかじめ保存期間を公文書管理法施行令別表
の期間より長く設定しておくことが適当な場合がある。

・そこで、保存期間について、行政文書の適切な管理に資すると行政機関の長が認める場合には、別表の期間を超える
期間※を定めることを可能とする。
※別表の期間より短い期間を定めることは不可。

改正趣旨・内容

・公布日施行。
・令和４年４月１日以後に作成・取得した行政文書に適用。ただし、行政文書の適切な管理に資すると認める場合には、
同日前に作成・取得した行政文書に遡及適用可（保存期間を変更可）。

施行期日・適用関係
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＜条文＞
２ 法第五条第一項の保存期間は、次の各号に掲げる行政文書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
一 別表の上欄に掲げる行政文書（次号に掲げるものを除く。） 同表の下欄に掲げる期間（当該期間を超える期間とすることが行政文
書の適切な管理に資すると行政機関の長が認める場合にあっては、当該行政機関の長の定める期間）



③複数年度の行政文書を一つの行政文書ファイルにまとめることができる仕組み
【第８条第５項・第７項・第８項】

・行政文書及び行政文書ファイルの保存期間の起算日は、作成・取得年度の翌年度の４月１日が原則とされており、
保存期間を同じくすることが適当な行政文書を１つの行政文書ファイルにまとめることとされているが、
相互に密接な関連を有する一連の行政文書について、年度の替わり目である４月１日の前後で別の行政文書ファイルに
まとめることは、業務の効率性や国民の利便性を下げる場合がある。

・そのような場合には、前後の年度に作成・取得された一連の行政文書を一つの行政文書ファイルにまとめられるよう、
(ⅰ)保存期間の起算日を作成・取得年度の翌々年度の４月１日※にできることとするとともに（第８条第５項・第７項）、

※起算日を１月１日等にしている行政機関もあることから、作成・取得日から２年以内の日で行政管理規則で定める日も可能とする。

(ⅱ)行政文書ファイルの起算日以後に作成・取得した行政文書であっても、前年度の事務・事業に附帯するもの
（審議会の議事録、補助金の精算・報告等）は、前年度のファイルに保存できることとする（第８条第８項（新設））。

改正趣旨・内容
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・公布日施行。
・(ⅰ)改正後の第８条第５項・第７項は、令和３年４月１日以後に作成・取得した行政文書又は行政文書ファイルに適用。
(ⅱ)改正後の第８条第８項は、令和４年４月１日以後に作成・取得した行政文書に適用。

＝いずれの改正も、令和２年度までに作成・取得した行政文書又は行政文書ファイルには影響しない。

施行期日・適用関係

③複数年度の行政文書を一つの行政文書ファイルにまとめることができる仕組み
【第８条第５項・第７項・第８項】（続き）
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④保存期間の延長に関する手続の見直し【第９条第２項】

・国民への説明責任や効率的な業務運営の観点から、職務の遂行上必要と行政機関の長が認める場合には、特段の制約を
受けずに行政文書ファイルの保存期間を延長できるよう、延長時に総理に報告を求めるなどの、行政文書ファイルの保
存期間の延長を制限する規定を削除する。

改正趣旨・内容

・公布日施行。
施行期日
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＜条文＞
第九条
２ 行政機関の長は、保存期間が満了した行政文書ファイル等について、その職務の遂行上必要があると認めるときには、その必要な限度
において、一定の期間を定めて行政文書ファイル等の保存期間を延長することができる。この場合において、当該行政機関の長は、法第
九条第一項の報告において、延長する期間及び延長の理由を内閣総理大臣に報告しなければならない。



⑤外務省の行政文書を国立公文書館に移管可能とする仕組み【第10条】

・行政機関の行政文書は国立公文書館に移管されるのが原則であるところ、外務省の行政文書については、これまで
外交史料館に移管することとされていた。今般、外務省が所管している戦前・戦後時期の外地整理関係の文書について
は、国立公文書館に移管することとした。

・そこで、外務省の行政文書であっても、外務大臣が内閣総理大臣と協議して定めるところにより、国立公文書館に移管
することを相当と認める行政文書ファイル等については、同館に移管することとする。

改正趣旨・内容

・公布日施行。
施行期日

＜条文＞
第十条 法第五条第五項の移管の措置は、国立公文書館の設置
する公文書館への移管の措置とする。ただし、次の各号に掲
げる行政文書ファイル等については、当該各号に定める移管
の措置とする。
一 宮内庁長官が保有する行政文書ファイル等 第二条第一
項第一号の規定により宮内庁長官が指定した施設への移管
の措置

二 外務大臣が保有する行政文書ファイル等（外務大臣が内
閣総理大臣と協議して定めるところにより、外務大臣が国
立公文書館の設置する公文書館に移管することを相当と認
める行政文書ファイル等を除く。） 第二条第一項第二号
の規定により外務大臣が指定した施設への移管の措置
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行政文書の国立公文書館等への移管の枠組み
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内閣府本府組織令の改正
⑥廃棄協議に際しての内閣府公文書管理課の調整機能の強化【第３条の２】

・行政文書の適正な管理や移管のために各行政機関に対して行う資料徴収、実地調査等（公文書管理法第９条第３項・第４項）は、
内閣府独立公文書管理監（公文書監察室）の職務とされている。

・行政文書の移管・廃棄に関する専門的技術的助言を担う国立公文書館において移管が適当と判断する行政文書があった
場合に、廃棄の同意（同法第８条第２項）や廃棄しないことの求め（同条第４項）を所掌する内閣府大臣官房公文書管理課が、
同館とより緊密に連携して対処するため、公文書管理課がこれらの事務に関連して行政機関に対する資料徴収、実地
調査等を行うことができるよう、独立公文書管理監の職務の一部を公文書管理課に移す。

改正趣旨・内容

・公布日施行。
施行期日
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＜条文＞
第三条の二 独立公文書管理監は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 （略）
二 公文書等の管理に関する法律の施行に関する事務のうち同法第九条第三項及び第四項の規定による報告及び資料の徴収並びに実地調
査に係るもの（同法第八条第二項の同意及び同条第四項の規定による求めに関する事務に関するものを除く。）並びにこれらの措置の
結果に基づいて行う同法第三十一条の規定による勧告に関すること。
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